
空き家等を★借りたい人・買いたい人★売りたい人・貸したい人へ 

 みなかみ町では、都会やその他の地域から町内への移住や定住を促進するため「みなかみ

町空き家バンク制度」を設置しました。 

 

 みなかみ町への「ＩＪＵターン」や定住などを検討されている方に物件情報等を提供して

おります。また、みなかみ町内に「空き家」を所有し、それを「売りたい」、「貸したい」

とお考えの方にも制度の利用を案内しております。 

みなかみ町空き家バンク制度 
空き家等を利用して、みなかみ町で自分流の暮らしをしよう！ 

豊かな自然あふれる「みなかみ町」で暮らしませんか？ 
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「みなかみ町に空き家・空き地をお持ちの方」 

◆空き家等の売却・賃貸を考えている方(貸したい方、売りたい方) 

① ◆賃貸・売却する物件

の登録 

◆賃貸・売却物件の情報提供を希望される方は、「空き家

バンク登録申請書(様式１号)」に必要事項を記入の上、み

なかみ町役場総合政策課に提出してください。(郵送可) 

   

② ◆取扱事業者の選定 

◆物件の調査 

◆物件を取り扱う宅建協会の担当業者を決定し、物件の確

認や情報を収集します。 

   

③ ◆物件の登録 

◆空き家情報公開 

◆調査により賃貸・売買に適当な物件の場合、空き家バン

クに登録します。 

◆調査後、町のホームページ及び町の窓口で情報の提供を

行います。 

   

④ ◆物件の交渉 ◆物件交渉の申し込みがあった場合、宅建協会の担当業者

の仲介により交渉となります。 

   

⑤ ◆契約成立 ◆契約が成立したら、「成約物件報告書」（様式12号）及

び契約書の写しを町に提出していただきます。 


